
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

コンセント又は、器具用差し込みプラグ 

      令和４年７月２５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

電源自動切換えスイッチ（ラック自動切替えスイッチ） 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、入力電源電線を２系統有しており、コンセントで出力する製品と製品に取

り付けられたコードの先端の器具用差込みプラグで出力する製品がある。通常は一方の

電源電線によって負荷機器に電力が供給される。 当該電源に異常が生じて電力が供給

されなくなると同時に、機体内部にある自動 切り替えスイッチが作動し、もう一方の

電源電線からの電力供給に切り替わり、負荷機器を継続して使用することができる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 

定 格：１２０／２０８Ｖ、３０Ａ 

 

 

○主な使用者、販売先 

 
主に企業向けに販売 

 

 

 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

コンセントから出力する製品は、特定電気用品中、配線器具の「その他の差込み接続器」

として取り扱う。 

器具用差込みプラグから出力する製品は、特定電気用品中、配線器具の「その他の点滅

器」として取り扱う。 

 

（理由） 

コンセントから出力する製品は、器体内部の自動切り替えスイッチによる点滅機構を有

する差込み接続器であることから、「その他の差込み接続器」として取り扱うことが妥当

と判断する。 

器具用差込みプラグから出力する製品は、器体内部に自動切り替えスイッチを有するこ

とから、「その他の点滅器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 
 

 


